
 
 
 
 

城東区医師会員 様 

城医発２５１７５号  

令和８年 １月 ８ 日 

   

城東区医師会 

 

令和７年度 「医療機能情報提供制度」及び「かかりつけ医機能報告制度」に係る 

定期（新規）報告について  

● 1月中旬、大阪府から報告対象医療機関宛に、報告依頼の案内文書が送付される予定です。 

 

   

〇「医療機能情報提供制度」の報告では、「かかりつけ医機能報告制度」で報告した内容を取り込むことができますので、

先に「かかりつけ医機能報告制度」の定期報告から実施してください。 
  

 報告期間  8年２月５日（木）まで 

● まずは「かかりつけ医機能報告制度」にかかる修了証の取得 → 次ページ参照 

 ● 医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）より報告（ https://www.med-login.mhlw.go.jp/jp/ ） 

  ● 令和８年１月15日頃に大阪府から報告対象医療機関宛に、報告依頼の案内文書が送付される予定です。 

 （郵送物イメージ）                       

 

◎ G-MISによる報告は、スマートフォン・タブレットには対応していないため、パソコンでの報告が必要です 

医療機関の管理者は、医療法第６条の３（医療機能情報提供制度）に基づき、１年に１回以上、医療機能に関する情報を知事に 

報告することとされています。また、今年度から、医療法第30条の18の４（かかりつけ医機能報告制度）に基づき、病院及び診療所 

（特定機能病院及び歯科医療機関除く）の管理者は、かかりつけ医機能に関する情報を知事に報告することとされています。 

＊必ずご確認お願いします。  

https://www.med-login.mhlw.go.jp/jp/


 

 

＜参考：本報告に係る大阪府ホームページ＞ 

以下の URL に、G-MIS の操作マニュアルや研修動画、報告に当たって必要な動作環境、よくあるご質問を掲載

していますので、ご参照ください。 

 

≪大阪府ホームページ≫ 

▶「医療機能情報提供制度」に係る定期報告等について（医療機関向け） 

https://www.pref.osaka.lg.jp/o100020/hokeniryokikaku/mfi_survey/index.html 

 

▶「かかりつけ医療機能情報提供制度」について（医療機関向け） 

https://www.pref.osaka.lg.jp/o100020/hokeniryokikaku/kakaritsuke.html 

 

＜参考：パソコン操作によるＧ－ＭＩＳの報告が困難な場合について＞ 

※パソコンにより期限内に報告できない場合、報告用端末機が用意されておりますので、ご予約のうえ、 

ご利用ください。詳細は以下の参考に掲載している大阪府ホームページをご参照ください。 

※原則、Ｇ－ＭＩＳを通じた報告を依頼されていますが、どうしても困難な場合、紙調査票による報告も 

受付。希望される場合は、上記問い合わせ先までご連絡ください。 

 

修了証の取得について                                             
 

かかりつけ医機能報告制度」にかかる研修のための修了証の取得してください。 

MAMIS（マミス） mamis.med.or.jp/login/  にログインして下さい。 

 ≪ 医師会員→ 初回のログイン I Ｄは医籍番号・パスワードは生年月日８桁 ≫ 

 

 

① ＭＡＭＩＳマイページトップ画面より、研修管理（申請・単位確認等）をクリック 

  ② 画面左側にある、認定（修了）申請をクリック 

  ③ かかりつけ医機能報告制度にかかる研修の ○ をクリック 

  ④ 取得単位合計などが単位不足 → 座学研修(日医生涯教育制度)取得単位数の検索をクリック 

  ⑤ 座学研修の取得単位数が1単位以上で、実地研修取得単位数の実地研修実績入力をクリック 

    証拠となる書類の提出は必要ありません。 実地研修添付資料の欄は無視してください。 

□産業保健 □学校保健 □事業主健診 □高齢者保健 □予防接種 □がん・成人病検診 □精神保健 

□介護保険意見書作成 □行政・医師会等の公益活動  □.地域保健・公衆衛生活動 □多職種連携  他 

その他、過去に少しでも関わったことがある項目を、二つ以上☑チェック。 

  ⑥ チェックが終了したら、一番下の登録をクリック 

  ⑦ 座学研修、実地研修ともに単位充足となったら、申請をする をクリックしてください 

     

  あとは城東区医師会の承認が必要ですので、しばらくお待ちください。 ⇒ 認証が終了すると 

  認定証・修了証ダウンロードクリック ⇒修了証等ダウンロードおよびかかりつけ医機能報告制度に係る研修を選択して 

 検索をクリック ⇒ 画面の下部で修了証ダウンロードできるようになります。  

 

        

                          

https://www.pref.osaka.lg.jp/o100020/hokeniryokikaku/mfi_survey/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/o100020/hokeniryokikaku/kakaritsuke.html
https://mamis.med.or.jp/login/

